
臨時配布
第５号

令和2年11月27日
発行

感染拡大防止に向けた

お願い

① 人と人との間隔をとる
② 外出時はマスクを着用する
③ 家の中でも咳エチケットを心がける
④ 家や職場（屋内）を換気する
⑤ ３密（密閉・密集・密接）を避ける
⑥ こまめな手洗い・アルコール消毒
⑦ 体調不良時や発熱時は出かけない

小坂町新型コロナ
ウイルス感染症対策
本部（℡29ｰ3901）

基本的な感染防止対策を徹底しましょう！

① 飲食を伴う懇親会
まわし飲み・箸などの共有はやめましょう

感染リスクが高まる『５つの場面』では特に注意が必要です

② 大人数や長時間におよぶ飲食
大人数（５人以上）で飲食する際には、大
声での会話に注意し、長時間におよぶ飲食
や深夜のはしご酒は控えましょう

③ マスクなしでの会話
マスクを着用しない状態で近距離で会話

することは控えましょう
また、電車・バスで移動する際もマスクを

着用しましょう

④ 狭い空間での共同生活
複数人で生活する部屋や食堂・トイレなどの
共有部分の消毒や換気を心がけましょう

⑤ 居場所の切り替わり
仕事で休憩時間に入った時など、居場所が
切り替わると気が緩みます
休憩室・喫煙所・更衣室での感染対策につ
とめましょう

11月中旬、大館保健所管内で新型コロナウイルスに感染した事例が複数確認されました。
また、全国的に新型コロナウイルスの感染者数が増加傾向にあるほか、今冬は季節性インフルエンザ
との同時流行も懸念されるなど、本格的な冬を迎えるにあたって警戒を一層強めていく必要があります。
町民の皆さまには、引き続き感染防止対策へのご理解とご協力をお願いします。



１１月１６日から新型コロナウイルスに関する相談・受診方法が変わりました

発熱などの
症状のある方

●かかりつけ医がいる場合

●かかりつけ医がいない場合
●相談する医療機関に迷う場合

●土日や夜間などでかかりつけ医が

休診の場合

かかりつけ医や
身近な医療機関に電話
※受診前に必ず電話相談！

あきた新型コロナ受診相談センター
＜コールセンター＞

２ ４ 時 間 対 応 ０１８-８６６-７０５０
８～１７時（毎日対応） ０１８-８９５-９１７６
８～１７時（毎日対応） ０５７０-０１１-５６７

※診療・検査が可能な医療機関は非公表のため
コールセンターでご案内します

対応可能

対応不可能

診療・検査実施

診療・検査が可能な医療機関を紹介

高齢者・基礎疾患をお持ちの町民を対象にＰＣＲ検査を実施します

①検査対象 ： 小坂町に住民登録している（１）または（２）に該当する無症状の方
（１）６５歳以上の方
（２）６５歳未満の慢性腎臓病、糖尿病、心血管疾患などの基礎疾患
を有する方で、小坂町診療所医師が必要と認めた方

※ 上記で対象となる方であっても、次の（ア）～（ウ）のいずれかに該当す
る方は実施の対象外となります
（ア）検査に医療保険が適用される方

【例：発熱、倦怠感、せき、のどの痛みがある方など】
（イ）施設等に入所している方
（ウ）検査結果を小坂町へ提供することに同意できない方

②実施方法 ： ①で検査対象となる方は小坂町診療所（ＴＥＬ ２９－５５００ ）へ直接
電話で連絡し、指定された日時に検査を行います

③費用負担 ： 自己負担 ３，３００円
④実施期間 ： １２月１日（火）～令和３年３月３１日（水）

ＮＯ！ コロナ差別！
感染された方への誹謗中傷は絶対にやめましょう


